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さぽーとさっぽろ 福利厚生課 

（公益財団法人札幌市中小企業共済センター） 

 

慶弔金お振込みのご案内（慶弔金決定書） 
 

日頃より、当制度をお引き立ていただき、ありがとうございます。 

さて、ご請求いただいておりました慶弔金につきまして、下記のとおり振込み申し上げます。ご不明な点

がございましたら、表記のお問合せ先まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。   

なお、慶弔金のお取扱いにつきましては、原則として雑収入として企業で受け入れ、福利厚生費などで

該当の会員の方にお渡しください。 

今後とも当センター共済制度をご愛顧くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 

 

 

 

【慶弔金項目のご案内】 

・二十歳祝金・結婚祝金・出産祝金・入学祝金 

・永年勤続慰労金・還暦祝金・銀婚金婚祝金 

・傷病見舞金・災害見舞金・死亡弔慰金 

◎慶弔金の請求期限は、該当事実が発生した日から１年

以内ですので、お忘れなく期限内にご請求ください。 

【慶弔金の税務について】 

10 種類の慶弔金のうち永年勤続慰労金については、給

与所得として課税対象となります。事業主(共済契約者)

が給与と同様に源泉徴収して当該会員(被共済者)へお

渡しください。課税方法など詳しくは、所轄の税務署にお

問い合わせください。 

なお、他の慶弔金は非課税となります。 

企業番号 振込日

会員番号 会員氏名 項目 金額（円）

※振込先口座は毎月の会費引落口座です。

合計

（企業住所、企業名）


